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財政状況分析 

１．財政力指数 

（１）地方公共団体の財政力を示す指数。数値が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きい 

ことになり、財源に余裕があるといえます。 

財政力指数＝基準財政収入額÷基準財政需要額 

（２）県内各市の財政力指数（3カ年平均） 

 
   ＝近年は 0.6～0.7 前後で推移しており、県内各市平均（R6 決算）の 0.69 に対し、やや下回 

っています。財政力指数が低い要因は、合併特例事業債などの交付税措置の手厚い地方債 

を活用することで基準財政需要額が増加傾向で推移しているためです。 

 

２．実質公債費比率 

（１）地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する 

比率。数値が低いほど、地方債等に頼らない財政運営ができているといえます。実質公債費

比率は 18%以上になると地方債発行時に国の許可が必要になります。また、25%以上になると

財政健全化団体となり一部の地方債の発行が制限され、35%以上になると財政再生団体となり

多くの地方債の発行が制限されます。 

（２）県内各市の実質公債費比率（3カ年平均） 

 
＝一時は起債許可団体（18%以上）に陥りましたが、地方債の活用において、交付税措置の手 

厚い事業に厳選していることなどから改善傾向が続いています。 
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３．将来負担比率 

（１）地方公営企業（病院、水道等）や一部事務組合等も含め、地方公共団体の一般会計等が将来 

負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率。数値が低いほど、将来に向けた財政

運営が健全であるといえます。将来負担比率は 350%を超えると財政健全化団体となり財政健

全化計画の策定が義務づけられます。 

（２）県内各市の将来負担比率 

 
※将来負担比率がゼロを下回る場合は「－（バー）」表示となります 

＝令和 6年度は道の駅あいの土山や水口子育て支援センターと水口保健センターの複合施設

整備事業などの実施に伴う地方債残高の増により上昇していますが、近年は地方債の活用

において、交付税措置の手厚い事業に厳選している事や、地方公営企業や一部事務組合で

の起債の償還が進んでいることにより、改善傾向が続いています。 

 

４．経常収支比率 

（１）地方公共団体の財政構造の弾力性を判断する指標。数値が低いほど、財政の柔軟性が高いと 

いえます。 

（２）県内各市の経常収支比率 

 
 

   ＝近年は 90％台前半で推移しています。 
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５．地方債残高と交付税措置 

 
 ＝一般会計における令和 6年度末地方債残高は約 457 億円となっています。この地方債残高に対 

し、これまでに交付税措置のある有利な起債メニューを最大限活用してきたことにより、国か

らの交付税措置が約 343 億円見込めるため、交付税措置見込額を除いた実質的な地方債残高は

約 114 億円になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位:千円

地方債区分 ①令和6年度末残高 交付税措置率
交付税措置見込額
を除いた地方債残高

（①-②）

合併特例事業債 28,137,004 70% 19,695,902 8,441,102

全国防災事業債 515,895 80% 412,716 103,179

緊急防災・減債事業債 638,380 70～80％ 446,866 ※1 191,514

学校教育施設等整備事業債など 679,922 30～70％ 339,961 ※2 339,961

一般補助施設整備等事業債 595,245 30～70％ 178,573 ※3 416,672

地方道路等整備事業債など 243,054 0% 0 243,054

その他 1,612,189 0～50％ 0 ※4 1,612,189

公共災害復旧事業債 31,805 95% 30,214 1,591

単独災害復旧事業債 120,414 47.5% 57,196 63,218

減税補塡債 24,576 100% 24,576 0
減収補填債
（市たばこ税、ゴルフ場利用税交付金、地方消費税交付金従来分） 70,193 75% 52,644 17,549

減収補填債
（地方揮発油譲与税、地方消費税交付金税率引き上げ分） 37,796 100% 37,796 0

臨時財政対策債 13,015,886 100% 13,015,886 0

合計 45,722,359 34,292,330 11,430,029

※1交付税措置70%で計算 ※2交付税措置50%で計算
※3交付税措置30%で計算 ※4交付税措置0%で計算

②交付税措置見込額

（1）普通債

（2）災害復旧債

（3）その他
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６．基金残高の推移 

（１）県内各市の基金残高の推移（財政調整基金） 

 
 

（２）県内各市の基金残高の推移（減債基金+特定目的基金）  

 
 

（３）県内各市の基金残高の推移（基金合計） 

 
＝財政調整基金残高（R7 見込み）は約 34 億円であり、標準財政規模（R6 決算）264 億円の 10％を

わずかに上回っています。また、基金残高の合計額（R7 見込み）は約 73億円であり、昨年度か

ら減少しています。 

また、本市の基金残高の合計額が県内他市と比べ中位である理由として、都市計画税を徴収して

いないことがあげられます。仮に、合併後に都市計画税を課税していたとすると、単年度当たり

約 4～6億円の増収となり、合併後 20 年間で、基金残高は約 80～120 億円増加していたと考えら

れます。 
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No 所属名称 款 項 目 目名称
大
事
業

中
事
業

中事業名称 補助金名称
令和８年度
当初予算案
（千円）

令和７年度
当初予算
（千円）

増　減
（千円）

予算
書頁

縮小理由

1
総合政策部
市民活動推進課

2 1 15 国際交流費 1 1 国際交流事業
中学生国際交流事業参加補
助

870 1,080 ▲ 210 103

公平性や安全性、効果の観点から
現状に即した見直しを進めるため
令和8年度においては、中学生の海
外への派遣を休止し、受入のみを
補助の対象とする。なお、受入の
補助を充実させ、一般市民が広く
参加できる事業とする

2
健康福祉部
障がい福祉課

3 1 2
障害者（児）福祉
費

1 2
障がい者（児）活動支
援事業

地域支援員派遣事業補助 1,370 1,970 ▲ 600 131 実績による見直し

3
健康福祉部
長寿福祉課

3 1 6 介護保険事業費 2 1 介護保険事業
介護人材確保対策推進事業
補助

200 1,000 ▲ 800 149

交付対象となっている甲賀市介護
人材確保・定着促進協議会で令和8
年度に実施する事業が当該予算内
で実施可能なため

4
健康福祉部
すこやか支援課

4 1 1 保健衛生総務費 2 2 地域医療確保事業
看護師確保対策推進家賃補
助

2,388 8,973 ▲ 6,585 183 実績による見直し

5
産業経済部
商工労政課

7 1 2 商工振興費 5 1 地場産業振興事業 甲賀の地酒振興事業補助 1,000 3,000 ▲ 2,000 239 補助事業内容の見直し

6
産業経済部
農業振興課

6 1 5 畜産業費 1 1 畜産振興事業 耕畜連携推進事業補助 2,000 3,010 ▲ 1,010 221 補助事業内容の見直し

7
教育委員会事務局
社会教育スポーツ課

10 5 1 保健体育総務費 4 1
スポーツ振興団体等支
援事業

水口サマーサッカー開催補
助

300 500 ▲ 200 353
大会の一部が企業による単独開催
となったため
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廃止

No 所属名称 款 項 目 目名称
大
事
業

中
事
業

中事業名称 補助金名称
令和８年度
当初予算案
（千円）

令和７年度
当初予算
（千円）

増　減
（千円）

予算
書頁

廃止理由

1
総合政策部
秘書広報課

2 1 3 広報広聴費 1 1 広報広聴事務費
エフエムラジオアンテナ設
置事業補助

0 1,500 ▲ 1,500 ‐
令和7年度の信楽アンテナ設置に限
る補助のため

2
総合政策部
政策推進課

2 1 8 企画費 2 3 移住定住促進事業 結婚新生活支援事業補助 0 9,000 ▲ 9,000 ‐

結婚の機会となる出会いの場を増
やすため、結婚マッチングシステ
ム登録料補助に制度をリニューア
ルしたため

3
健康福祉部
障がい福祉課

3 1 2
障害者（児）福祉
費

1 11 地域生活支援事業 就労支度金補助 0 180 ▲ 180 ‐ 就労支援の制度化が定着したため

4
健康福祉部
障がい福祉課

3 1 2
障害者（児）福祉
費

1 13 精神保健事業 地域生活定着支援事業補助 0 120 ▲ 120 ‐
地域生活定着にかかる制度が確立
されたため

5
健康福祉部
障がい福祉課

3 1 2
障害者（児）福祉
費

1 13 精神保健事業 就労訓練協力事業補助 0 84 ▲ 84 ‐
企業における法定雇用率の制度が
定着したため

6
健康福祉部
長寿福祉課

3 1 3 老人福祉費 4 1
老人クラブ活動推進事
業

老人クラブ連合会補助 0 360 ▲ 360 ‐
市老人クラブ連合会の解散に伴
い、補助対象（者）が存在しなく
なったため廃止

7
健康福祉部
長寿福祉課

3 1 3 老人福祉費 4 1
老人クラブ活動推進事
業

老人クラブ創造推進員補助 0 250 ▲ 250 ‐
市老人クラブ連合会の解散に伴
い、補助対象（者）が存在しなく
なったため廃止

8
健康福祉部
長寿福祉課

3 1 6 介護保険事業費 2 1 介護保険事業 高齢者施設環境整備補助 0 500 ▲ 500 ‐
代替可能な補助率の高い県補助金
があるため

9
健康福祉部
すこやか支援課

4 1 1 保健衛生総務費 2 2 地域医療確保事業
遠隔診療・特定保健指導促
進補助

0 100 ▲ 100 ‐

医師会を通じて周知を行ってきた
が、令和5年度以降申請実績が無い
ため令和7年度末で事業を終了する
ため

10
健康福祉部
すこやか支援課

4 1 1 保健衛生総務費 2 2 地域医療確保事業
看護師確保対策推進復職支
援補助

0 210 ▲ 210 ‐
令和5年度より周知を行ってきたが
申請実績が1件と乏しいため廃止

11
健康福祉部
すこやか支援課

4 1 2 予防費 1 2
健康寿命を延ばそう事
業

いきいき農園利用料補助 0 50 ▲ 50 ‐
申請実績の減少(令和6年度2件、令
和7年度1月末時点1件)により廃止

12
こども政策部
子育て政策課

3 3 1 児童福祉総務費 2 2 児童福祉一般事業 甲賀学園後援会事業補助 0 400 ▲ 400 ‐ 一定の役割を終えたため

13
こども政策部
子育て政策課

3 3 1 児童福祉総務費 2 3
地域児童遊園管理支援
事業

プレイパーク整備推進事業
補助

0 2,000 ▲ 2,000 ‐
自治振興交付金にてメニュー化す
ることにより、地域の課題に柔軟
に対応ができるため

14
こども政策部
子育て政策課

4 1 2 予防費 2 1 母子保健事業 子育て応援交付金 0 3,250 ▲ 3,250 ‐
妊婦のための支援給付金へ移行し
たため

18件
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No 所属名称 款 項 目 目名称
大
事
業

中
事
業

中事業名称 補助金名称
令和８年度
当初予算案
（千円）

令和７年度
当初予算
（千円）

増　減
（千円）

予算
書頁

廃止理由

15
産業経済部
観光企画推進課

7 1 4 施設管理費 1 3 観光施設運営事業
道の駅あいの土山組織強化
補助

0 13,000 ▲ 13,000 ‐ 補助事業の終了

16
建設部
公共交通推進課

8 1 2 交通対策費 1 3 公共交通利用推進事業
事業継続支援金（地域公共
交通事業者）

0 2,500 ▲ 2,500 ‐

令和7年度国補正予算で措置される
重点地方支援地方交付金を活用
し、支援内容を変更して地域公共
交通事業者への支援を継続する。

17
建設部
公共交通推進課

8 1 2 交通対策費 1 4
原油価格・物価高騰等
緊急対策事業

事業継続支援金（地域公共
交通事業者）

0 12,240 ▲ 12,240 ‐

令和7年度国補正予算で措置される
重点地方支援地方交付金を活用
し、支援内容を変更して地域公共
交通事業者への支援を継続する。

18
教育委員会事務局
社会教育スポーツ課

10 4 1 社会教育総務費 4 3 青少年育成推進事業 技能取得訓練受講補助 0 100 ▲ 100 ‐
過去3年間、申請実績が無いため
（次年度以降は、補正等で対応）
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事業名称

目  的

対  象  者

事業概要

事  業  費

担  当  課

放課後児童クラブ運営事業者

 放課後児童クラブ食料費負担軽減補助 ６，７０２千円（県1/2）

 （１）対象経費  放課後児童クラブの利用児童数（R8.4予定） 1,560人

          消費者物価指数（食糧費）上昇率 6.8%

          平均上昇率  16.0%

          実費負担分＠1,500円/月×106.8％×116.0％≒1,858円

          1,858円－1,500円＝358円

          358円×12月＝4,296円

          4,296円×1,560人＝6,701,760円≒6,702千円

 （２）回  数  1人につき1回限り

こども政策部 子育て政策課

６，７０２千円（国3,100、県3,351、一財251）

令和８年度予算（物価高騰対応分）事業の概要

放課後児童クラブ支援事業（おやつ代価格高騰分）

物価高騰の影響を受ける中、放課後児童クラブを利用する児童の保護者から徴収する

おやつ代等の実費負担分を値上げせず、食料費上昇分を補填することにより、子育て

世帯の負担軽減を図る。
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事業名称

目  的

対  象  者

事  業  費

担  当  課

公立園在園児、中学生

事業概要

給食の賄材料費において、令和7年度の実績から増加が見込まれるものについて、公

費補填を行う

 １．公立保育園

   賄材料費のうち物価高騰分    ７，０４８千円（国6,000、一財1,048）

   ・対象施設 公立保育園  6園

         認定こども園 4園

 ２．中学校

   賄材料費のうち物価高騰分 ２４，０００千円（国22,800、一財1,200）

   ・対象施設 中学校 6校

３１，０４８千円（国28,800、一財2,248）

こども政策部 保育幼稚園課・教育委員会事務局 教育総務課

令和８年度予算（物価高騰対応分）事業の概要

公立保育園・学校給食事業

物価高騰の影響による給食材費の上昇に対し、保護者の負担を増やすことなく、質・

量ともに安定した給食を提供する。
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事業名称

目  的

対  象  者

事  業  費

担  当  課

私立保育園、私立認定こども園、地域型保育事業所、認可外保育事業所

こども政策部 保育幼稚園課

３４，０３7千円（国16,300、県16,872、一財865）

令和８年度予算（物価高騰対応分）事業の概要

私立保育園等給食材料費等支援事業

給食材料費の価格高騰を受け、滋賀県保育所等食料品価格高騰対策事業に基づき、事業者に対

し支援を行うことにより、保護者の負担を増やすことなく質・量ともに安定した給食を提供す

る。

事業概要

 １．私立保育園、私立認定こども園 ３０，１９１千円（国14,337、県15,093、一財761）

 ２.   地域型保育事業所 ３，５５８千円（国1,689、県1,779、一財90）

 （１）対象施設  私立保育園 4園

          私立認定こども園 6園

          小規模保育事業所 8園

          家庭的保育事業所 4園

 （２）支援金額  対象児童一人あたり月額1,594円を給付

 （３）負担割合  10/10 ※1/2について県補助金あり

 （４）回  数  1施設につき1回限り

 （５）対象期間  令和8年4月から令和9年3月まで

 ３．認可外保育事業所  ２８８千円（国274、一財14）

 （１）対象施設  認可外保育事業所 10園

 （２）支援金額  滋賀県実施の食料品価格高騰対策事業の交付決定された事業者

          に対し、同額を支援する

          対象児童1人当り 日額32円

          県補助率1/2 ※県は事業所へ直接補助

 （３）負担割合  対象児童数×日額×25日×12か月×1/2

 （４）回  数  1施設につき1回限り

 （５）対象期間  令和8年4月から令和9年3月まで
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事業名称

目  的

対  象  者

事業概要

事  業  費

担  当  課

日野町を除く水道利用者

※給水区域には日野町の一部を含むが、交付金は甲賀市への交付となるため対象外

 

 水道料金減免

  （１）減免額 １３３，１００千円

     水道料金の基本料金（２か月分）

      ※口径により基本料金は変わる

       例：13㎜ 2,838円（税込）

                      20㎜ 6,974円（税込）

  （２）対象月 令和８年６月請求分（4月、5月使用分）

  （３）件 数 約36,000件

１３３，１００千円（国114,400、一財18,700）

上下水道部 上下水道総務課

令和８年度予算（物価高騰対応分）事業の概要

水道料金の減免

水道基本料金の減免を行うことにより、物価高騰の影響を受ける生活者・事業者を支

援する。
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事業名称

目  的

対  象  者

事業概要

事  業  費

担  当  課

市民

 物価高騰対策リフォーム助成

 （１）物価高騰対策リフォーム補助金  ３６，０００千円

     一  般 分 ＠100千円×345件＝34,500千円

     空き家分   ＠500千円×    3件＝  1,500千円

 （２）事務費（需用費、役務費） ２６０千円

３６，２６０千円（国34,400、一財1,860）

産業経済部 商工労政課

令和８年度予算（物価高騰対応分）事業の概要

物価高騰対策住宅リフォーム補助事業

資材費や労務費の高騰による建築工事費の上昇に伴う受注機会減少などの影響を受け

る市内建設事業者の受注拡大及び商工事業者の創業・業容拡大を実現するため、住宅

リフォーム工事を行う市民に対し、工事費を支援する。
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事業名称

目  的

対  象  者

事業概要

事  業  費

担  当  課

市内に本社または営業所を有する一般乗用旅客運送事業者

①ＪＲ駅における夜間時間帯のタクシー車両利用補助金

 夜間の移動手段の確保が課題となる中、タクシー事業者と連携し、タクシー車両を

駅前に待機させることで、夜間の移動手段を確保し、利用者支援を図るための補助金

を交付する。

 （１）対象経費

     ・タクシー借り上げ経費  22,800円×3台×120日＝8,208千円

       （週末の金・土の21時～25時まで）

     ・割引クーポン      500円/回×360台×4回/h＝720千円

       （次回利用できる割引クーポンの配布）

     ・事務手数料、チラシ作成 572千円

     ・システム利用料     500千円

②通学対応のためのタクシー車両利用補助金

 朝夕の通勤・通学時間帯にバスの運行便数が最も多く、運転手の１日の労働時間が

⾧時間化する傾向にあり、バス運転手の勤務条件を改善するため、タクシー車両によ

り通学対応を実施するための補助金を交付する。

 （１）対象経費

     ・タクシー借り上げ経費  28,500円×1台×200日＝5,700千円

     ・事務手数料、チラシ作成 300千円

１６，０００千円（国8,000、一財8,000）

建設部 公共交通推進課

令和８年度予算（物価高騰対応分）事業の概要

一般乗用旅客運送事業者支援事業（夜間タクシー等利用促進事業）

２次交通が脆弱な夜間時間帯などに定期的にタクシーを配置することで、物価高騰等

の影響を受けるとともに、コロナ禍や物価高騰により利用が減り、資金繰りが厳しい

タクシー事業者の経営支援および物価高騰により影響を受けた利用者支援を図る。
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